
                           

第
七
節 

Ｂ
円
・
低
物
価
政
策 

一 

Ｂ
円
に
つ
い
て 

 

昭
和
二
十
一
年
四
月
六
日
、
北
部
南
西
諸
島
軍
政
府
本
部
は
、 

特
別
布
告
第
七
号
と
財
政
命
令
第
一
号
を
公
布
し
た
。 

 

こ
れ
に
よ
っ
て
、
新
旧
通
貨
の
切
り
替
え
が
行
わ
れ
、
奄
美
の 

通
貨
は
「
軍
票
時
代
」
へ
移
行
し
た
。
特
別
布
告
お
よ
び
財
政
命 

令
に
よ
っ
て
、
奄
美
の
法
貨
は
、
日
本
銀
行
の
新
券(

証
紙
を
貼は

っ 

た
旧
券
を
含
む
）
お
よ
び
硬
貨
、
そ
れ
に
米
軍
の
Ｂ
軍
票
と
決
ま 

り
、
奄
美
は
四
月
二
十
九
日
か
ら
い
わ
ゆ
る｢

軍
票
時
代｣

に
入
っ 

た
の
で
あ
る
。 

 

Ｂ
円
と
は
、
米
軍
が
日
本
進
駐
の
準
備
と
し
て
、
ワ
シ
ン
ト
ン 

紙
弊
印
刷
局
で
製
造
し
た
軍
票
で
、
当
初
作
戦
Ａ
・
Ｂ
二
種
が
準 

備
さ
れ
て
い
た
。 

 

な
お
、
当
初
レ
ー
ト
は
、
一
ド
ル
十
Ｂ
円
で
あ
っ
た
。 

                          

二 

復
帰
に
伴
う
Ｂ
軍
票
と
日
本
通
貨
の
交
換 

 

当
時
、
奄
美
群
島
の
通
貨
は
、
米
国
軍
政
府
布
告
に
よ
る
Ｂ
号 

軍
票
で
あ
っ
た
の
で
、
日
本
復
帰
に
伴
い
、
日
本
円
に
切
り
替
え 

る
必
要
が
あ
っ
た
。 

 

そ
の
た
め
政
府
は
、
昭
和
二
十
八
年
十
一
月
「
奄
美
群
島
の
通 

貨
及
び
債
権
等
の
措
置
に
関
す
る
政
令
」
を
公
布
（
施
行
は
復
帰 

日
）
し
た
。 

 

主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。 

 

(１)
Ｂ
号
軍
票
は
復
帰
日
か
ら
七
日
以
内
に
日
本
円
と
交
換
す 

 
 
 

る
。 

 

(２)
交
換
業
務
は
、
日
本
銀
行
が
担
当
し
、
大
蔵
大
臣
の
指
定
す 

 
 
 

る
機
関
に
一
部
を
代
行
さ
せ
る
。 

 

(３)
交
換
比
率
は
Ｂ
号
軍
票
一
円
に
つ
き
日
本
円
三
円
と
す
る
。 

 

こ
れ
に
基
づ
い
て
、
鹿
銀
大
島
支
店
は
、
開
業
と
同
時
に
、
日 

本
銀
行
名
瀬
代
理
店
と
な
り
、
他
の
四
支
店
は
、
名
瀬
代
理
店
の 

延
長
窓
口
と
し
て
、
い
ず
れ
も
通
貨
交
換
事
務
に
従
事
す
る
こ
と 

と
な
っ
た
。 

 

通
貨
交
換
事
務
は
、
昭
和
二
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日
に
終
了 
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し
た
が
、
沖
永
良
部
島
の
み
翌
年
一
月
三
日
ま
で
延
長
し
た
。 

 
昭
和
二
十
八
年
十
二
月
交
換
当
時
の
奄
美
群
島
内
流
通
貨
額
は 

日
本
円
で
五
億
八
一
九
二
万
二
二
六
一
円
で
あ
っ
た
。 

  

○
参
考
資
料 
奄
美
大
島
の
概
況
（
大
島
支
庁
） 

 
 
 
 
 
 
 

沖
縄
復
帰
の
基
本
問
題 

（
鹿
銀
百
年
史
） 

                    

一
週
間
後
に
は
、
八
時
間
労
働
を
原
則
と
す
る
業
種
別
労
務
者
の 

最
高
賃
金
の
基
準
額
を
公
示
し
た
。 

 

こ
の
賃
金
は
、
米
価
一
升
（
約
一
・
五
Kg
）
三
円
十
五
銭
を
基 

準
と
し
て
決
め
た
も
の
で
、
大
工
・
左
官
・
石
工
・
セ
メ
ン
ト
職 

工
等
が
各
十
五
円
（
日
給
）、
一
般
労
務
者
男
子
十
円
、
女
子
八 

円
と
い
う
よ
う
に
格
付
け
さ
れ
た
。 

 

五
月
十
四
日
に
は
、
政
庁
令
第
二
十
七
号
を
公
布
。 

 

知
事
を
本
部
長
と
す
る
緊
急
物
価
調
整
本
部
を
政
庁
に
お
い 

て
、
公
定
価
格
を
最
終
的
に
調
整
。
六
月
に
入
っ
て
政
庁
は
さ
ら 

に
価
格
統
制
令
第
七
号
の
規
定
な
ら
び
に
食
糧
管
理
法
第
十
条
同 

施
行
令
第
十
二
条
の
規
定
を
発
動
、
そ
れ
ま
で
未
改
定
と
な
っ
て 

い
た
奄
美
産
の
穀
類
を
含
め
た
食
糧
品
・
燃
料
・
雑
品
等
の
最
高 

の
販
売
価
格
を
指
定
。
新
聞
も
「
全
物
価
体
系
確
立
さ
る
」
と
し 

て
そ
の
展
開
を
注
目
し
た
。 

 

実
施
は
当
初
予
定
よ
り
遅
れ
七
月
二
十
日
よ
う
や
く
ス
タ
ー
ト 

し
た
。
こ
う
し
て
、
奄
美
の
物
価
は
、
食
糧
・
衣
料
を
は
じ
め
サ 

ー
ビ
ス
業
を
含
む
労
使
に
い
た
る
ま
で
軍
政
管
理
の
枠
内
に
吸
収
、 

違
反
者
に
は
配
給
停
止
や
体
罰
で
臨
ん
だ
。 

 

し
か
し
、
生
鮮
食
糧
品
販
売
取
締
規
則
公
布
い
ら
い
の
一
連
の 

低
物
価
政
策
は
、
そ
の
裏
を
さ
さ
え
た
食
糧
放
出
の
不
調
を
き
っ 

三 

低
物
価
政
策
に
つ
い
て 

 

臨
時
北
部
南
西
諸
島
政
庁
が
と
っ
た
著
名
な
政
策
に
「
低
物
価 

政
策
」
の
実
施
が
あ
る
。 

 

物
価
統
制
の
方
針
は
、
昭
和
二
十
二
年
三
月
軍
政
府
か
ら
示
さ 

れ
た
。 

 

ま
ず
、
食
糧
部
門
か
ら
規
制
価
格
を
設
定
、
順
次
全
体
的
な
物 

価
体
系
を
と
と
の
え
て
い
っ
た
。 

 

五
月
十
一
日「
大
島
郡
生
鮮
食
糧
品
販
売
取
締
規
則
」を
公
布
、 

即
日
実
施
し
た
。 

 

こ
の
支
庁
令
に
よ
っ
て
、
生
鮮
食
糧
品
の
最
高
販
売
価
格
が
指 

定
さ
れ
、
鮮
魚
と
野
菜
の
販
売
価
格
表
が
公
布
さ
れ
た
。 

 

そ
し
て
、
こ
の
表
に
な
い
物
品
の
価
格
は
、
所
轄
警
察
署
長
が 

定
め
る
事
を
規
定
し
、
販
売
の
代
金
と
し
て
物
品
を
要
求
す
る
い 

わ
ゆ
る
「
物
々
交
換
」
を
禁
止
し
、
違
反
し
た
も
の
は
、
三
十
日 

未
満
の
拘
留
、
ま
た
は
二
十
円
以
下
の
科
料
。
前
項
の
場
合
は
漁 

獲
物
お
よ
び
漁
具
・
販
売
物
・
販
売
用
具
を
没
収
す
る
こ
と
も
あ 

り
得
る
と
い
う
罰
則
を
定
め
た
。 

 

こ
の
運
用
に
悪
性
イ
ン
フ
レ
抑
制
の
希
望
を
か
け
た
支
庁
は
、 

      

か
け
に
早
く
も
破
た
ん
の
様
相
を
露
呈
し
て
し
ま
っ
た
。 

 

低
物
価
政
策
に
異
常
な
力
を
注
入
し
た
軍
政
府
は
一
方
「
自
給 

自
足
」の
開
発
を
促
進
、そ
の
気
運
盛
り
上
げ
の
手
だ
て
と
し
て
、 

八
月
以
来
島
内
産
業
振
興
を
柱
に
、
復
興
博
覧
会
の
準
備
を
急
い 

だ
。 

 

「
北
部
南
西
諸
島
復
興
博
覧
会
」
は
十
一
月
十
日
名
瀬
市
で
開 

幕
。
博
覧
会
は
、「
自
給
自
足
体
制
の
開
発
」
と
い
う
そ
の
目
的 

に
一
歩
を
記
し
た
か
に
み
え
た
が
、
博
覧
会
が
産
ん
だ
「
博
覧
会 

景
気
」
は
や
が
て
低
物
価
政
策
に
ひ
び
割
れ
の
影
響
を
与
え
る
皮 

肉
な
結
果
を
招
い
た
。 

 

ひ
と
た
び
崩
れ
か
か
っ
た
需
給
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
も
ど
す
唯 

一
の
方
途
と
し
て
放
出
物
資
の
増
発
と
そ
の
円
滑
な
配
給
が
望
ま 

れ
た
が
、
政
庁
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
は
単
な
る
希
望
に 

終
わ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
せ
っ
か
く
の
是
正
価
格
も
、
昭
和
二 

十
三
年
に
は
再
び
跛は

行こ
う

症
状
を
あ
ら
わ
し
、
放
出
物
資
の
「
特
配 

制
度
」
を
め
ぐ
っ
て
大
小
の
背
任
行
為
が
横
行
、「
低
物
価
」
の 

枠
は
あ
っ
て
も
こ
の
よ
う
な
物
資
の
枯
渇
は
必
然
的
に
物
価
の
暴 

騰
を
誘
発
し
た
。「
低
物
価
」
は
事
実
上
破
た
ん
し
て
い
た
。 

 

し
か
し
軍
政
府
は
、
そ
れ
で
も
価
格
統
制
政
策
を
公
式
に
は
ま 

だ
放
棄
し
て
お
ら
ず
、物
価
に
か
ら
ま
る
厳
し
い
取
り
締
ま
り
は
、 
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昭
和
二
十
三
年
暮
れ
、
特
別
布
告
第
三
十
三
号
に
よ
る
全
琉
自
由 

経
済
へ
の
新
経
済
政
策
が
打
ち
出
さ
れ
る
ま
で
続
い
た
。 

  
 

政
庁
令
第
二
十
七
号 

 

臨
時
北
部
南
西
諸
島
に
お
け
る
産
業
・
経
済
の
核
心
を
な
す
物 

価
の
調
整
を
急
速
に
確
保
す
る
た
め
当
分
の
間
政
庁
内
に
緊
急
物 

価
調
整
本
部
を
設
置
し
軍
政
府
長
官
の
認
可
を
経
て
同
本
部
令
を 

左
の
通
り
定
め
茲
に
公
布
す
る
。 

 
 
 

一
九
四
七
年
（
昭
和
二
十
二
年
）
五
月
十
四
日 

 
 
 

臨
時
北
部
南
西
諸
島
知
事 
豊 

 

島 
 

至 

  
 

大
島
郡
生
鮮
食
糧
品
販
売
取
締
規
則
（
支
庁
令
） 

第
一
条 

大
島
郡
内
に
於
て
生
鮮
食
糧
品
を
販
売
せ
ん
と
す
る
者 

 
 
 
 

は
別
表
（
最
終
最
高
小
売
価
格
）
以
上
の
価
格
を
も
っ 

 
 
 
 

て
販
売
す
る
こ
と
を
得
ず
。 

第
二
条 

前
条
別
表
に
記
載
な
き
生
鮮
食
糧
品
の
価
格
は
所
轄
警 

 
 
 
 

察
署
長
に
於
て
指
定
す
る
も
の
と
す
。 

第
三
条 

生
鮮
食
糧
品
を
販
売
せ
ん
と
す
る
者
は
其
の
代
金
を
金 

 
 
 
 

銭
に
依
ら
ず
物
品
を
以
っ
て
要
求
す
る
こ
と
を
得
ず
。 

第
四
条 

前
条
の
規
定
に
違
反
し
た
る
者
は
三
十
日
未
満
の
拘
置 

       
 

ブ
タ
イ
（
イ
ラ
ブ
チ
）・
カ
ワ
ハ
ギ
（
フ
ク
ル
ビ
）
類
・
ス 

 
 

ズ
メ
ダ
イ
（
ヒ
チ
）・
ト
ビ
魚
・
ニ
ザ
ダ
イ
（
フ
ス
ク
）
類 

 

名
瀬
市
・
古
仁
屋
町
大
字
古
仁
屋
以
外
の
地
域
に
お
い
て
は
、 

 

本
表
価
格
一
斤
当
た
り
一
円
下
が
り
と
す
。 

二
、
蔬そ

菜
価
格
（
百
刄
当
た
り
単
位
銭
） 

 
 

馬
鈴
薯
二
九
・
里
芋
六
七
・
コ
ー
シ
ャ
七
〇
・
胡
瓜
六
五
・ 

 
 

冬
瓜
三
〇
・
南
瓜
三
八
・
西
瓜
四
五
・
夕
顔
三
三
・
ト
マ
ト 

 
 

六
七
・
午
旁
七
五
・
ネ
ギ
七
五
・
生
ツ
ワ
ブ
キ
二
五
・
百
合 

 
 

二
〇
・
キ
ャ
ベ
ツ
三
五
・
春
菊
三
〇
・
糸
瓜
三
二
・
ニ
ン
ニ 

 
 

ク
一
五
・
筍
三
〇
・
ニ
ガ
ウ
リ
三
二
・
ラ
ッ
キ
ョ
六
五 

 

名
瀬
市
以
外
の
地
域
に
お
い
て
は
本
表
価
格
よ
り
一
割
下
が
り 

 

と
す
。 

三
、
昭
和
二
十
二
年
七
月
二
十
日
実
施
の
和
泊
町
公
定
価
格
表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
※
次
ペ
ー
ジ
参
照
） 

      

 
 
 
 

又
は
二
十
円
以
下
の
科
料
に
処
す
。 

 
 
 
 

前
項
の
場
合
に
於
て
は
漁
獲
物
・
販
売
物
・
販
売
用
具 

 
 
 
 

及
び
漁
具
を
没
収
す
る
こ
と
あ
る
べ
し
。
但
し
前
記
物 

 
 
 
 

件
の
全
部
又
は
一
部
を
没
収
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
と
き 

 
 
 
 

は
其
の
価
格
を
追
徴
す
る
こ
と
あ
る
べ
し
。 

付
則
・
本
則
は
昭
和
二
十
二
年
五
月
十
日
よ
り
之
を
施
行
す
。 

  
 

最
終
最
高
小
売
価
格 

一
、
鮮
魚
価
格
（
括
孤

か
つ
こ

内
は
地
方
名
と
す
） 

 

一
級
品
―
一
斤
八
円 

 
 

鯛
・
ハ
タ
ハ
タ
（
ネ
バ
リ
）・
カ
ン
バ
チ
（
ソ
ー
ジ
）・
イ 

 
 

ト
ヨ
リ
（
松
鯛
）・
ヘ
ダ
イ
（
チ
ン
）・
鯖
・
鮪
（
マ
ハ
ダ
）・ 

 
 

タ
チ
ビ
タ
イ
（
タ
マ
ミ
）・
海
老
・
イ
カ
（
シ
ラ
イ
カ
）・ 

 
 

蛸
類 

 

二
級
品
―
一
斤
七
円 

 
 

鰹
類
・
シ
イ
ラ
（
万
引
）・
タ
カ
サ
ゴ
（
赤
ウ
ル
メ
）・
ム 

 
 

ロ
ア
ジ
（
白
ウ
ル
メ
）・
カ
マ
ス
・
ム
チ
・
メ
ジ
ナ
（
シ
チ
）・ 

 
 

ス
ミ
イ
カ
・
ヤ
ガ
ラ
（
シ
ジ
）・
テ
ン
ス
（
マ
ク
ブ
）・
メ 

 
 

ア
ジ
（
ガ
ツ
ン
）
類 

 

三
級
品
―
一
斤
六
円 
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和泊町公定価格表 
   

(S.22.7.20実施) 

品     名 卸 値 小売値 品     名 卸 値 小売値 

     円 銭   円 銭   

 

 円 銭  円 銭 

籾 100

斤 
140.00 147.00 春   菊 100匁 24 30 

玄    米 １升 5.00 5.25 ズ イ キ 
 

30 32 

精米・糯米 １升 5.00 5.25 豚 血統付 15斤以下   180.00 

裸麦・小麦・大麦 2.80 2.95 〃 15斤   250.00 

粟 1升 3.50 3.67 〃 20斤   330.00 

大豆・小豆 1升 3.00 3.15 〃 40斤   600.00 

豌豆・蚕豆   3.00 3.15 蘇鉄実 赤 100斤 30 45.00 

落花生 (皮つき) 1.60 2.00 〃   白 〃 90 123.00 

〃   (実) 1升 4.80 6.00 黒 砂 糖 1斤 5.3 6.78 

白 ゴ マ 〃 8.00 10.00 下   駄 大人 男 4 4.40 

黒 ゴ マ 〃 7.00 7.35 〃 〃  女 3.5 3.85 

芋 10斤 3.00 4.80 木   炭 20Kg   10.00 

小 麦 粉 1Kg 2.00 2.00 薪 2.5尺×2.4   1.40 

澱    粉 〃 3.00 3.15 焼   酎 1升   10.50 

里    芋 100

匁 
53 65 醤   油 1升   3.10 

コ シ ャ 芋 
  

  
56 70 バ ナ ナ 

幹付 

100匁 

  

なし 

.90 

1.30 

キ ウ リ   52 55 海 人 草 1斤 12.00 14.50 

冬    瓜   24 30 塩 1升(3斤) 3.00 3.60 

カ ボ チ ャ   30 40 鍬 1丁   22.00 

西    瓜   36 50 二 つ 又 
 

  26.00 

夕    顔   26 30 三 つ 又 
 

  29.50 

ト マ ト   53 60 斧 
 

  27.00 

ナ    ス   52 60 包丁 ・ 鎌 
 

  7.50 

人    参   35 50 畳  縁付 
 

  25.00 

カ    ブ   20 30 〃  耳付 
 

  20.80 

法 蓮 草   24 35 馬  ２才 
 

  1,500.00 

ラ ッ キ ョ   52 65 〃  ３才 
 

  1,900.00 

ニ ン ニ ク   60 65 田 打 鍬     29.50 

 

850 


